
                  

 

 
 東社協 福祉施設経営相談室だより№５５平成１９年３月１４日 

ＴＥＬ０３－３２６８－７１７０ ＦＡＸ０３－３２６８－０６３５ 

E  メール  k e i e i - s o u d a n @ t c s w . t v a c . o r . j p  

本 相 談 室 だ よ り № ５ ５ は 障 害 関 係 施 設 あ て 発 行 さ れ て い ま す 。 

 

 

障害者自立支援法移行に伴う新勘定科目 
障害者自立支援法施行に伴う勘定科目改正通知（雇児発第 022001 号）があり（東

京都から送付済）、本相談室に対し、これに関連するご相談があり、以下に詳述しま

すので、ご一読ください。なお、適用は平成１８年４月１日からとされていますが、

以下の記述をふまえてください。適宜経理規程別表及び予算書の勘定科目の改訂が

必要となります（全２枚）。 

 

記 

 

 

１ 勘定科目（資金収支予算内訳表、事業活動収支内訳表共通） 

  大 中区分 （内訳） 

介護保険収入 

 介護保険収入 

自立支援費等収入 

 介護給付費収入 

訓練等給付費収入 

障害児施設給付費収入 

サービス利用計画作成費収入 

特定障害者特別給付費収入 

特定入所障害児食費等給付費収入 

 

介護給付費負担金収入 

訓練等給付費負担金収入 

障害児施設給付費負担金収入 

給付費相当（償還払負担金）分等収入 

経

常

活

動

に

よ

る

収

支 

収

入 

 

利用者負担金収入 

特定費用等負担金収入（全額負担分） 

上記のように、大区分「介護保険収入」の次に、大区分「自立支援費等収入」、中区分「自

立支援費等収入」等７科目を追加、設定されています。さらに同通知では小区分設定す

るように指示されていますが、具体的な同科目名は提示されていないことから、別表１

勘定科目の説明欄に基づき、本相談室にて趣旨忖度し提示したもの。 

（発行者注）予算、決算に

おいては中区分までを表示

することとされ、小区分の

名称は任意となっているも

の。  



                  

 

２ ところで、本３１０号通知は、平成１８年１１月１３日事務連絡『「就労支援の事業

の会計処理の基準」の留意事項等の説明』２６頁の６項でふれられている通知と思われ

ます。同７項に記載されている「就労支援事業は行わない、社会福祉法人会計基準だけ

で経理処理を行う場合であっても統一的な会計経理が求められ、【統一的な勘定科目】と

して示された内容」は本連名通知により修正されたものとなっていますので、ご注意く

ださい。とりわけ、代理受領をしない利用者からの公費負担分は『「就労支援の事業の会

計処理の基準」の留意事項等の説明』２６頁８項では大区分「利用料収入」、中区分「利

用料収入」とされていますが、これを修正して大区分「自立支援費等収入」、中区分「利

用者負担金収入」、小区分「給付費相当分」とされています。 

 

３ この３１０号通知と就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて（社援発

第 1002001 号）における勘定科目は微妙に異なっており、とりわけ、後者には大区分「利

用者負担金収入」がありましたがこれは修正削除されていますので、ご注意ください。

したがって、社援発第 1002001 号における各種内訳表の勘定科目の改正通知はないまま、

３１０号通知により会計処理されることになると思われます。 

 

４ 新体系に移行しない場合［自立支援法附則により従前の運営を行う場合］は、大区

分「自立支援費等収入」、中区分「介護給付費収入」、中区分「利用者負担金収入」、小区

分「介護給付費負担金収入」となります（附則第２１条による）。 

 

５ 改正勘定科目適用時期 

 

区   分 適用時期 

１８年１０月以降に新たに就労

支援事業あるいは障害福祉サー

ビスを開始した場合 

開始時期に遡って３１０号通知による勘定科目を使

用。ただし、３月に入って受理した改正内容を反映

させるには困難が伴う場合は従前の例のとおりと

し、１９年度からの適用でやむを得ないでしょう。 

１８年１０月以降、新たな事業体

系に移行した精神障害者社会復

帰施設の場合 

新事業体系に移行と同時 

１８年１０月以降、新たな事業体

系に移行した場合（上記以外） 
平成１９年４月（新たな事業年度から） 

移行しない（授産施設以外の）身

体障害者施設、知的障害者施設、

精神障害者施設 

４月に遡って３１０号通知による勘定科目を使用。

ただし、３月に入って受理した改正内容を反映させ

るには困難が伴う場合は従前の例のとおりとし、１

９年度からの適用でやむを得ないでしょう。 

移行しない授産施設、福祉工場 
従前採用している授産施設会計基準又は就労支援事

業会計処理基準を適宜選択 



                  

 


